
令和７年５月 

 

市長定例記者会見次第 

 
 
１． 日 時：令和７年５月26日（月） 14:00 ～ （約１時間） 

 

２． 場 所：第一本庁舎４階 405会議室 

 
３． 出席者：市長、関係局長ほか 
 
４． 案 件 

（１）田上新町地内道路災害復旧工事について          （資料番号１） 
 
（２）「木の場-KINOBA-能登応援DAY」の実施について       （資料番号２） 

 

（３）金沢市名誉市民 故 谷口 吉生 氏 お別れの式の開催について  

（資料番号３） 

 
（４）民間施設のクーリングシェルターの募集について      （資料番号４） 
                
（５）金沢市子育て広報アンバサダーの募集について       （資料番号５） 
 
（６）広報動画発信プロジェクトの活動開始について       （資料番号６） 

 
 
  
    



 

℡ 220-2320

１．工事概要

工事延長 ７４ｍ、幅員 ８.２ｍ

盛土工 V＝1,330㎥、切土工 V＝1,800㎥

法面工 A＝1,330㎡

水抜きボーリング工 N＝11本

２．被災から復旧までの経過

３．現場状況

令 和 7 年 5 月 26 日

道 路 管 理 課

　　　６月10日　工事完成及び道路の供用開始（予定）

Ｒ６年９月18日　用地買収完了(全地権者4名)

　　　11月26日　工事着手（当初工期：R7年3月17日）

田上新町地内道路災害復旧工事について

　能登半島地震により大規模に被災した田上新町地内の道路災害復旧工事について、今年２月
の大雪の影響から工事完成日(当初:３月17日)を延期したが、６月10日に復旧工事が完成し、
道路の供用を開始する予定です。

Ｒ７年３月17日　工期延期契約（変更工期：R7年6月10日）

市長定例記者会見資料

施工中（R7.3.3）

復旧断面図

盛土及び切土

被災直後（R6.1.17）

竣工前（R7.5.20） 竣工前（R7.5.20）



 

 

 

市長定例記者会見資料 

 

「木の場-KINOBA-能登応援 DAY」の実施について 

 

５月 27 日(火)～11 月 30 日(日)にかけて、「木の文化都市・金沢」の実現に 

向けた情報発信の一環として、憩いの空間「木の場-KINOBA-」を金沢駅東広場 

に設置します。 

この設置期間のうち６日間を『木の場-KINOBA-能登応援 DAY』と銘打ち、 

金沢駅を利用する多くの市民・来街者の方々に対し、令和６年能登半島地震 

からの復旧・復興に向けて、能登を応援する機運の醸成を図ってまいります。 

 

１．日 程 

令和７年５月31日(土) 

７月12日(土) 

８月９日(土) 

９月13日(土) 

10月11日(土) 

11月８日(土) の６日間 

 

２．場 所 

   金沢駅東広場（地上部）「木の場-KINOBA-」周辺 

 

３．時 間 

午前 10 時 00 分～12 時 00 分 

＊金沢もてなし隊による加賀棒茶のふるまいは、各日 300 杯の 

提供をもって終了予定 

 

４．内 容 （イベント開催日(６日間限定））   

加賀棒茶のふるまいに加えて、下記を実施 
 

① 奥能登「しおサイダー飴」の配布 
 

②「がんばろう！能登半島」のステッカーの配布 
 

③能登応援啓発チラシの配布（下記のリンク先ＱＲコード等の掲載） 

・今行ける能登の観光地等の紹介      …石川県観光連盟 

  ・金沢で能登支援ができる体験プランの紹介 …金沢市観光協会 

  ・金沢-能登間の道路通行状況（奥能登 2 市 2 町の通れるマップ）…石川県 
 

④募金箱の設置 

お寄せいただいた義援金は日本赤十字社を通じて被災された方々に 

お届けします。 

令和７年５月 26 日 

都 市 計 画 課 

℡ 220-2350 

令和６年度のイベントの様子 

 



R6.1.1に発生した能登半島地震は人々の生活を大きく変えました。
能登の復旧・復興にはみなさまからの継続的な支援が必要です！
私たち一人一人ができることから能登を応援しましょう！

金沢観光を楽しみながら
能登への支援ができる
体験プランを紹介！

本日募金していただいたお金は
「令和６年能登半島地震災害義援金」として
日本赤十字社を通して能登に送ります

能登を支援する！能登の今を知る！

今行ける能登！ 金沢観光で能登支援！

復旧工事が進んでいます
珠洲市、輪島市、能登町、穴水町への

アクセスも確保されています

©ほっと石川旅ねっと

「木の文化都市・金沢」について

営業を再開している
名所や施設に行ってみよう！

能登の品をお買い物することも
支援に繋がります

“木の場-KINOBA-”とは？
金沢で建築を学ぶ学生提案を元に
新しい木質系材料（CLT）を用いて
制作した交流拠点施設です
設置期間：2025.5.27  －11.30

金沢市ではまちなみや生活に「木」を取り入れ
歴史と調和した金沢ならではの
魅力ある都市を目指しています

「木の文化都市・金沢」に関するアンケートにご協力願います→

▶詳しくはこちら

▶詳しくはこちら ▶詳しくはこちら

【お問い合わせ】
金沢市都市計画課
℡:076ｰ220-2351

木の場
能登応援DAY

-KINOBA-



 
 

 

市長定例記者会見資料 

 

 金沢市名誉市民 故 谷口 吉生 氏 

お別れの式の開催について 
 

金沢市名誉市民 故 谷口 吉生 氏には、去る令和６年１２月１６日に逝去されました。

つきましては、建築家として本市の建築文化の発展に多大なる貢献をいただいたことに

対し深く感謝し、哀悼の意を表するため、下記によりお別れの式を挙行いたします。 

 

 

記 

 

１ 日 時  令和７年６月26日（木） 開式  午後２時 

閉式  午後３時（予定） 

 

２ 会 場  金沢市文化ホール 大ホール（金沢市高岡町１５番１号） 

 

３ 主 催  金沢市 

 

４ 式次第  ①開式の辞      ⑥追悼の辞 

       ②花輪奉呈      ⑦在りし日の先生をしのんで（映像放映） 

       ③黙とう       ⑧献花 

       ④経歴紹介      ⑨謝辞 

       ⑤式辞        ⑩閉式の辞 

 

【参考】 

   故 谷口 吉生 氏 ①昭和１２年１０月１７日生 

②名誉市民受賞日 令和４年１月２０日 

③受 賞・栄 典  平成２０年（2008 年） 日本芸術院会員 

平成２３年（2011 年） 旭日中綬章 

令和 ３ 年（2021 年） 文化功労者 

令和 ６ 年（2024 年） 従四位 

④本 市 の 事 績 玉川図書館（父 吉郎 氏との共同設計） 

鈴木大拙館 

谷口吉郎・吉生記念金沢建築館 

令和７年５月 26 日 

総 務 課 

℡ 220-2070  



令和７年５月 26 日 

健 康 政 策 課 

℡ 220-2233  
市長定例記者会見資料 

 

民間施設のクーリングシェルターの募集について 
 

改正気候変動適応法の施行に伴い、令和６年度は指定暑熱避難施設（クーリングシェル

ター）として、公共施設 16 か所を指定したが、クーリングシェルターの設置数を拡大し、熱

中症対策の更なる推進を図るため、新たに民間施設の設置に向けて募集を開始する。 

 

＜指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）の指定（気候変動適応法（法21条））＞ 

市民が暑さをしのぐ場を確保するため、市長は冷房設備を有する施設をクーリング 

シェルターとして指定できる 

 

●民間施設における設置（新規） 
 

１．募集期間  令和７年５月 27 日（火）から６月 20 日（金）まで 

（左記期間終了後も随時受付） 
 

２．運用期間  令和７年７月１日（火）から９月 30 日（火）まで 
 

３．指定要件  ・冷房設備を有し、適切に維持管理及び稼働すること 

・熱中症特別警戒情報の発表時は、開放可能日及び時間帯において、 

指定箇所を市民等に開放すること 

・受入可能人数に応じて、一人あたりの空間を適切に確保すること 

・開館又は営業時間中は、利用者が自由に出入り可能とすること 

・指定箇所が無料で利用可能であること 

・利用者が持ち込む飲料等による水分補給を可能とすること 
 

４．応募方法  市ホームページ等で周知し、電子申請等で申込受付 
 

５．協定締結  指定要件等の適否を確認後、市と施設管理者との間で協定締結 

 

 

【参考】公共施設における設置予定 
 

（継続）第一・第二本庁舎、駅西・泉野・元町福祉健康センター、金沢健康プラザ大手町、 

城北児童会館、金沢学生のまち市民交流館、近江町交流プラザ、泉野図書館、 

金沢海みらい図書館、金沢プール、鳴和台市民体育会館、石川県庁行政庁舎、 

石川県立図書館 
 

（新規）長土塀青少年交流センター、中央公民館彦三館、金沢未来のまち創造館、 

教育プラザ富樫、西部市民憩いの家、戸室リサイクルプラザ など 

    現在、約20施設について調整中 



令和７年５月 26 日  
子育て支援課  
℡ 220-2285 

 

 
 

市長定例記者会見資料  

金沢市子育て広報アンバサダーの募集について 

 

子育て世帯への効果的な情報発信を目的として、Instagramを使い、金沢市が

実施するこども・子育て支援施策等に関する広報活動を行っていただく「金沢市

子育て広報アンバサダー」を募集します。 

記 

 

１ アンバサダーの活動内容 

（１）アンバサダー自身の Instagram アカウントで、金沢市の子育て施策や 

こどもに関する公共施設、こども・子育て世帯向けのイベント等を PR  

する記事を投稿（月 1 回以上） 

（２）アンバサダー交流会（年２回程度）への参加 

 

２ 応募条件 

（１）金沢市内でこども・子育てに関係する活動を行っている個人又は団体 

（２）Instagram のアカウントを持っている方で、フォロワー数が概ね 

1,000 人以上の方 

※その他、応募条件あり。 

 

３ 任期 

  令和７年７月１日から令和８年６月 30 日（１年間） 

 

４ 募集人数 10 人（組）程度 

 

５ 応募方法 金沢市電子申請サービスから応募 

       ※アカウント確認のため、市公式 Instagram のフォローと 

関連投稿への「いいね」も必須 

  

６ 募集期間 令和７年６月９日（月）まで 

  募集要項等  
詳細はこちら  



令和７年度 金沢市子育て広報アンバサダー募集要項 
 

 

Instagram を使い、金沢市が実施する子育て支援施策やこども・子育て世帯向けのイベ

ント情報の広報活動を行っていただく「金沢市子育て広報アンバサダー」（以下、「アンバ

サダー」という。）を募集します。 

 

１．活動内容 

 （１）アンバサダー自身の Instagram アカウントで、本市の子育て施策やこどもに関する

公共施設、こども・子育て世帯向けのイベント情報等を PR する投稿（月１回以上） 

※ハッシュタグ「♯金沢市子育て広報アンバサダー」を付け投稿していただきます。

投稿テーマはアンバサダー自身で決めていただきますが、参考として市から随時ト

ピックリストをお送りします。 

（２）平日に開催するアンバサダー交流会（年２回程度）への参加 

 

２．応募条件 

  以下の条件を全て満たす方       

（１）金沢市内でこども・子育てに関係する活動を行っている個人又は団体 

   ※ただし、政治活動、宗教活動等に関わりがないこと。 

（２）Instagram のアカウントを持っている方で、フォロワー数が概ね 1,000 人以上の方 

（３）Instagram の投稿のおよそ半分以上がこども・子育て関連の内容の方 

（４）任命式の際に顔出しが可能な方（撮影を含む） 

（５）平日に開催するアンバサダー交流会（年２回程度）に参加できる方 

（６）金沢市のこども・子育てに関する情報発信に興味があり、市と連携・協力した 

情報発信に意欲をもって取り組むことができる方 

 

３．募集人数        

10 人（組）程度 

 

４．募集期間 

  令和７年５月 16 日（金）～令和７年６月９日（月） 

 

５．任期 

  令和７年７月１日～令和８年６月 30 日※１年間 



６．応募方法 

  以下の（１）（２）（３）のすべてを行ってください。 

 （１）金沢市公式 Instagram を「アンバサダー活動を行う予定の公開アカウント」で 

フォローしてください。 

（２）金沢市公式 Instagram のアンバサダー募集の投稿に「アンバサダー活動を行う予定

の公開アカウント」から「いいね」をしてください。 

（３）金沢市電子申請サービスにて、必要事項を入力の上、応募してください。 

 

https://ttzk.graffer.jp/city-kanazawa/smart-apply/apply-procedure-alias/kosodat

e-ambassador 

 

  ※応募時に必ず Instagram のアカウントを「公開」としてください。 

 

７．選考 

（１）審査  

書面等により実施 

    ※審査にあたって事務局から連絡をする場合があります。 

（２）結果 

    審査結果は、令和７年６月 20 日（金）までにメールでご連絡します。 

 

８．任命式 

  令和７年６月 27 日（金）午後に任命式を予定しています。 

 

９．その他 

（１）他人の著作権、肖像権・プライバシーを侵害する写真、公序良俗に反する写真や 

動画の投稿は禁止です。 

（２）アンバサダーとしてふさわしくない投稿や活動が認められた場合は、任期の途中で

あってもアンバサダーを解任することがあります。 

（３）アンバサダーに任命された方は、市公式ホームページや SNS で紹介させていただき

ます。 

（４）投稿した写真は市公式ホームページや SNS に掲載させていただく場合があります。 



令和７年５月 26日 

市長室広報戦略課  

℡ 220-2033 
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広報動画発信プロジェクトの活動開始について 

市政情報を充実し発信を強化するため設置した広報動画発信プロジェクトが活動を開始

しました。若手職員の柔軟なアイデアや行動力を活かして動画の発信に取り組み、動画の

内容に応じて市長も出演し、直にメッセージを発信します。 

１．プロジェクトの概要  

 ・メンバー構成：20～30歳代若手職員（公募）18人 

 ・活動期間：令和７年５月２１日～令和８年３月３１日 

  ・活動内容：様々なテーマの動画を企画・制作 

各チーム（３～４人）でテーマを設定 

動画制作の実技、ＳＮＳマナー等の研修 

メンバー同士の実例紹介、意見交換など 

  ・発表方法：市公式インスタグラムへの投稿など 

 

２．市政広報における動画の活用 

 ・ねらい：若い世代を中心とした訴求力・拡散力 

・第１弾「市長に聞いてみた！」を本日より公開 

   【出演】市長、若手職員 

   【内容】予算のポイントを市長が若手職員に会話形式で説明 

   【公開方法】市公式YouTubeチャンネル 

     https://www.youtube.com/channel/UCiOPHnnawAfuGa1eVwfByoQ 

     ※今後、第２弾以降を制作予定 

      テーマは検討中 

【市公式インスタグラム】 

【市公式 YouTube チャンネル】 


